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唐
代
展
開
に
於
け
る
度
辞
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
測
定
尺
の
1
賢
例

第
三
巻

二
二
〇

第
二
新

二
四

唐
代
民
間
に
放
け
る
度
器
使
用
習
慣
の

賓
情
u
布
烏
測
定
尺
の
Ts
賃
例

(

二

)

&L_

刑

題

詞
･

当
‥

I

II.メ

四

唐
代
に
於
け
る
絹
縄
は
疋
を
以
て
'
布
は
端
を
以
て
'
綿
は
屯
を
以
て
'
麻
は
族
を
以
て
そ
れ
･ん
～

そ
の
計
数
の
基
本
的
呼
群
と

し
た
.
こ
れ
本
よ
り
計
倉
上
の
優
を
謀
る
忙
出
で
'
自
ら
古
-
よ
り
支
那
民
間
に
行
は
る
1
習
慣
で
あ
る
が
'
唐
政
府
は
地
等
の
t

疋

二

端

二

屯

･
1L
紋
に
法
定
的
分
畳
を
解
党
し
て
あ
っ
た
O
唐
の
杜
佑
の

d.
盛
典
』
蓉
六
.
食
貸
六
..
脱
税
T
F.
唐
の
保
に

〔
開
元
〕

二
十
五
年
定
令
O
譜
謀
戸

1
丁
税
調
｡
準
一武
徳
11年
之
制
?
其
調
納
棺
布
.
並
隠
二郷
土
所
Jl出
.
絹
柁
各
二
丈
o
布
則
二
丈
五
尺
o

輪
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柘
,*
｡
鵜
三
両
｡
輪
レ
布
者
｡
麻
三
斤
o
其
胡
絶
食
′
正
.
布
篤
i
端
.
報
馬
レ
屯
｡
府
食
′塀
｡

と
あ
り
'
昔
時
賀
際
杜
倉
に
於
け
る
計
骨
に
比
の
疋
･
端
を
以
て
致
し
た
る
静
接
は
'

俳
国
王

且
固
書
館
所
赦
倣
蛙
文
書
葬
式
九

萱
式
既
紙
背
に
有
る
唐
代
文
書

『
丑
年
四
月
rL]後
傾
表
縁
大
衆
要
迷
路
人
事
及
都
頭
用
便
破
産
』
と
題
す
る
合
計
収
入
支
出
文
書
断

簡
に

四
月
己
後
備
豪
緑
大
衆
要
塞
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人
事
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都
頭
用
便
破
歴
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萱
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か
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待
ら

る
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燈
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燈
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磯
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誓

布

一
端

宗

即

今
狐
休
難
布
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五
十
文
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入
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六
受
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･

の
如
き
例
あ
り
'
殊
に
後
者
の
紙
表
に
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則
天
武
肩
文
字
の
支
署
あ
れ
ば
蓋
し
初
唐
時
代
の
も
の
な
る
べ
く
'
昔
時
の
布

T
端
の

債
が
見
え
て
展
暁
の
多
い
史
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で
あ
る
.
囲
み
望
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布
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茅
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緒
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tap
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て
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質
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に
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締
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布
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す
｡
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唐
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1
疋
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た
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に
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令
｡
布
島
骨
潤
尺
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四
丈
希
レ
足
｡
布
五
文
鳥
レ
嶋
.
鵜
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両
篤
レ屯
.
顛
五
両
篤
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約
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三
斤
篤
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と
あ
り
'
絹
や
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硲
布
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皆
唐
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法
定
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尺
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掠
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萱
尺
八
寸
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4
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ぞれ1疋二端と法定してあった.此の規定は或る程度天下に苦行せられたるものの様で'其の琵櫨として抄州轍煙地方に於ける中晩置乃至五代時代の布晶貸借契約吏葵を多数列馨し得る.茄に其の二三を例示すれば､俳圃

国立囲書館所赦倣煙文書夢容量式四境の『甲午年八月十八日郊善子借絹契女』には

甲午年八月十八日O部善子｡多レ少〓疋物?

マヽ

遮於]l郵上座面上?貸.生絹萱疋?長参

†ヽ7､

丈跳尺五寸.福萱尺九寸｡文筆生絹萱

7ヽ

疋?長重文九尺U福望月九寸6其繍下限葦.1+l月I

鳩還地溝準蒔隈不レ遠.於郷い元生レ利D

恐.入無7倍｡故立.]此契?用薦二壊頒7

7ヽ

貸絹入部善子七
見入押衝張宗蓮見人上座宗両

右の第l行目の少の字は挟くるの意'即ち秩乏である｡見入とは立合諸人で'連帯責任者たる保人よ-は棺軽い青住着である0倍の字に嘗るべき個所に貸の字を用ひあるは前述の貫萱に封する唐人の考の債にて設及したる通り'此場合の絹本仲より見れば貸されて行くことは借られて行くこと/fJあるからで'唐時の貸借行馬に封する民衆の考を曙示せるものである.この契文にては帽章尺九寸'長さは参丈八尺五寸乃至参丈九尺l疋の絹と濡つ

唐代点間に於ける度器使用習慣の茸情と布島淵定尺の1茸例p第三番二二三第二妹二七
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習
慣
の
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情
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布
島
測
定
尺
の
1
軍
例

第
三
番

二
二
四

第
二
蚊

二
八

て
居
る
｡
ま
た
傭
圃
同
第
蓉
四
五
参
暁
の

『
辛
丑
年
十
月
廿
五
日
資
を
昌
借
絹
契
女
』
に
は
攻
の
如
-
あ
る
.

辛
丑
年
十
月
廿
五
日
｡
貰
彦
昌
線
下
往
三西
州
一充
上
レ
便
｡
逢

P.､

於
二龍
興
寺
上
座
心
聾
面
上
?
筆

を

雑
書
疋
7
長

て
,.

7
ヽ

Tlh
合
ヒk
rL/
托
ナ
｡
l旨
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別
)･･)0
こ
iLJ
m
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】

7
'

綿
綾
覚
疋
?
長
武
杖
幼
尺
陣
7
･
悦
男
人
影
77･

年
｡
臼
レ貸
律
｡
ujiI州
如
臼
0
野

和

郎
好
立
横
間
疋
叫
科

r.'

長
式
杖
伍
尺
D
若
路
上
般
攻
不
レ
善
者
.
仰
三
口
承
人
弟

彦
砧
?

於
二尺
敏

一還
Tl本
綾
本
絹
綾
r便
休
.
若
直

幸
到
｡

利
頭
首
日
還
約
｡
本
物
眼
二人
後
空
目
I

還
納
｡
恐

三後
無
7

藩
.
故
立
]]
此

契
?

;.
.

J

貨
物
人

質

彦

昌

貴
名

口
衆
人

弟
質

貴

所

見

入

逝

留

ノ任

右
の
第

7
行
及
び
第
五
行
に
見
え
る
唐
代
の
西
州
と
性
'
天
山
軍
交
河
原
な
る
こ
と
英
国
々

立
博
物
館
新
森

ス
タ
イ
ン
氏
清
釆
文

書
第
参
六
七
暁
の

『
唐
代
伊
州
地
理
書
残
巻
』
に
徴
記
し
て
明
確
で
あ
り
'
交
河
麻
は
即
ち
今
日
の
吐
魯
香

(T
u
rfa
n
)
の
地
で
あ

る
｡
抄
州
よ
,a
西
州
に
使
者
と
し
て
行
く
こ
と
の
見
え
る
徴
煙
文
書
は
彩
多
し
く
遺
存
L
t
両
地
間
の
交
通
関
係
の
密
接
な
-
し
こ



と
を
想
見
せ
し
む
る
.
第
五
行
目

･
第
八
行
目
に
見
ゆ
る
利
頭
の
頭
の
字
は
接
尾
語
に
し
て
'
利
頭
と
は
利
子

･
利
息

の
意
の
中
晩

唐
時
代
に
於
け
る
民
間
僅
俗
語
'

此
の
際
の
頭
の
字
は
石
を
石
頭
'

繕
語
晶
を
躍
頭
食
品
'

包
物
を
包
頚
､

指
を
指
頭
'
庫
を
庫

顔
.
眉
を
盾
頭
'
鼻
を
鼻
頭
'
鉢
を
鉢
頭
な
ど
と
稀
す
る
と

t
般
に
し
て
'
唐
宋
時
代
の
詩
に
習
見
L
t
駄
賃
三

･
白
居
易

･
社
有

鶴

･
張
麻

･
顧
況

･
蘇
拭

･
花
成
大
な
ど
の
作
に
見
え
る
｡

口
承
人
は
周
旋
寺
庄
者

の
意
で
あ
る
O
此
の
契
史
に
て
は
幅
萱
尺
八
寸

乃
至
空
尺
九
寸
'
長
さ
巷
丈
七
尺
二
寸
の

l
疋
絹
と
残
り
て
ゐ
る
.
ま
た
悌
圃
同
第
巷
四
五
八
境
の

『
辛
丑
年
四
月
三
日
押
衝
羅
賢

信
借
網
羅
慶
住
奥
文
』
に
は

辛

丑
年

四

月三
日
立
レ契
.

押簡

羅
賢
居

0

人

奏
k
j1
使
D.

7
ヽ

欠
..閲
疋

属
?遁於

二押
御
苑親

任
面
上

?
貸

壷
絹

i
/_

ZI,

慧
tiJl
T

点増村
77r715
月
G
憎
閥
穿

尺

的
寸
O
媒

珊槽

廻
雅
之

日｡還
下
納

於
三
疋
敦

I
本
利

両疋

加

若身

東

マ
,

｢

西
不
レ
尊
者
.

:
仰
]]口
承
弟
兵

馬使羅
但t

I幅
昔
｡

恐
こ
後
無

7演
.
故
立

二私
契
77

ヽ
貸

絹
人

押

衛

羅

賢

信

乱

口

承

弟
兵
馬
使
羅
恒
々

三

見

人

兵

馬

使

何

な
る

1
例
あ
り
.

十
割
の
利
子
と
は
随
分
高
い
利
率
で
み
る
｡

7

1
1
1
は
以
下
茎
自
室

不
し
て

姦
謀
を
防
ぐ
の
で
あ

唐
代
居
間
に
於
け
る
度
蕃
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
島
測
定
尺
の
7
賓
例

第
三
奄

二
二
五

第

二
新

二
九

E

i



唐
代
良
問
に
於
け
る
度
券
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
島
測
定
尺
の
T
賓
例

第
三
者

二
二
六

第

二
銑

三
O

r

る
.
こ
れ
で
は
幅
萱
尺
畝
寸
､
長
さ
重
文
九
尺

1
疋
の
絹
と
食

っ
て
居
る
｡
ま
た
俳
圃

同
第
参
〇
五
登
坂
紙
背
の

『
丙
辰
年
三
月
廿

三
里

二
界
寺
僧
法
聾
借
頼
契
文
』
は
紙
幅
の
下
部
に
鉄
損
が
あ
る
が

丙
辰
年
三
月
廿
三
日
｡
三
界
寺
僧
法
鷲
o
往
二於
西
川
j充
使

′

∵

象
於
同
寺
営

林
〕誠
徳
置
L
L刊
琴
衰
淋
生
絹
萱

疋7
長

車
拾

尺
r

7ヽ

玖
寸

C
其
絹
製

寧
江機
雷

正
｡
到

mL
唱
淀

｡
若
於
レ限
不

義
譜
/

生
レ利
｡
岩
謹
上
不
二午
善
一者
nv
井
絹
及
利
O
萱
仰
]]

>
･

琴

本
絹
7
両
共
封
画
平
常
賓
レ舞
O
不
レ
許
レ閲
二
故
E]
I

マ
ヽ

用
夢

J後
鹸
?
押
i字
鴛
レ帯
.

〔以
下
軟
紙
幅
〕

アテ

と
あ
り
､
第
二
行
目
の
法
の
字
の
下
に
は
律
の
字
を
験
せ
る
な
る
べ
-
'

第
三
行
目
の
梨
頭
は
利
頭
の
音
通
常
字
'
第
五
行
目
の

アテ

7テ

平
常
は
干
草
の

昔

字

､
弟
五
行

･
第
六
行
に
見
え
る
帯
の
字
は
定
の
字
の

嘗

字

に
し
て
正
し
-
は
薦
定
で
あ
ら
う
｡
此
の
爽
文
の
あ

る
轍
蛙
文
書
の
紙
表
は

『
悌
教
誇
嘆
女
』
に
し
て
そ
の
尾
竺

亮

に

＼

.
雄
大
周
唐
順
参
年
数

丑

歳
嘩
月
廿
日

二
束
寺

揮

僧
法
保
自
手
寛
紀

-

誓

あ
れ
ば
,
と
は
鷺

の
盃

の
唐
讐

年

醜
統
歩

77毎
年

の
寛
に
し
て
･
五
代
末
の
も
の
監

ば
,琴

の
右
貸
借
臭

文
の
丙
塁

は
恐
-
は
後
周
の
票

の
莞

毒

詣

監

㌫

年

丙
掌

で
あ
ら
去

ら
,
五
代
の
鷺

時
代
に
徴
莞

方
に
於



て
細
萱
正
が
四
丈
な
-
L
を
知
る
べ
き
で
あ
る
.
第
二
行
目
の
下
部
行
尾
よ
-
第
三
行
目
の
行
頭
の
間
は
文
章
を
妖
如
せ
る
が
'
撰

文
よ
り
類
推
し
て
長
車
拾
尺
.

幅
関
空
尺
玖
寸
｡

と
あ
り
し
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
､

此
の
契
文
に
て
は
即
ち
隔
壁
尺
九
寸
'

長
さ
四
丈

1
疋
の
絹
と
残
っ
て
居
る
課
で
あ
る
.
ま
た
備
圃
同
弟
配
五
〇
四
親
紙
背
の

『
辛
亥
年
四
月
十
八
日
押
行
康
幸
査
借
絹
契

文
』
は

7
ヽ

辛
亥
年
四
月
十
八
日
0
押
衛
康
幸
全
.

往
]]於
伊
州
一方

レ使
｡
欠
〓
少
貨
物
?
逐
於
].曹
毒
郭
順
子
面
上
7
〔
貸
〕
三
日
締

q
l以刑
責
冗
]

長
上等
.Fn
要
Lq

上耶
E5gqluiLtL
苦
1/T
･芋

粥
jZ
雇
解
題
豊
笹
(
重
囲
=
前
SL｡両
T
4
和
幸
套

到
レ城
日
O
随
筆

一九
月
]域
還
ひ
君
隈
碗
不
レ
選
者
小

文

硯

レ利
o
忽
若
推
レ言
.
撃

嚢
豪
資
?
身
若
東
西
不
二中

書
l者
oL
於
二
口
承
弟
幸
蓮
面
上
7
於
二幅
尺
1准
レ
契
.

畢

本
絹
乗
ブ

利
.
仇
在

〔以
下
閤
文
〕

′

此
の
俳
圃
葬
式

五
〇
四
境
散
瞳
文
書
の
紙
表
は
畢
界
に
著
名
な
る

『唐
代
聴
宮
家
』
に
し
て
そ
の

｢
新
平
閉
式
｣
の
欄
内
に
天
賛

元
撃

ハ
月
十
二
日
の
膝
丈
明
記
せ
ら
れ
あ
れ
ば
そ
TQ
W(
莞

年

詰

㌫

芸

年

以
後
の
も
の
た
る
こ
と
明
確
-l

て
'
障
っ
て
そ

の
紙
背
に
有
る
右
の
案
文
も
天
肇

光
年
六
月
十
三
日
以
後
の
も
の
た
る
こ
と
確
菅
で
あ
り
'
先
づ
恐
ら
く
は
中
庸
晩
唐
時
付
の
も
の

で
あ
ら
う
0
第
二
行
目
の
白
6
字
の
上
に
貨
の
字
を
晩
せ
る
町
の
と
考
へ
ら
れ
る
O
此
の
契
文
に
て
は
幅
萱
尺
九
寸
'
長
さ
魯
文
九

唐
代
月
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
島
測
定
尺
の
1
寄
倒

第

三
巷

二
二
七

第

二
第

-

三
一

㌔
､埼
､､/-



■

唐
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
島
測
定
尺
の
7
軍
側

第
)二
啓

二
二
八

第

二
鮮

三
二

尺

1
疋
の
絹
と
篤
つ
て
居
る
o
ま
た
悌
圃
同
第
肇

ハ
式
七
班
の

『
壬
真
年
式
月
十
五
日
英
高
郷
百
姓
龍
経

略
借
絹
契
東
山
は

壬
寅
年
式
月
十
五
日
0
葛
高

郷
百
姓
龍
鉢
略
じ
欠
こ聞
疋

掃
.1･.

蕗

於
こ押
衛
.Hl
カ
珊
面

†
､

J
T

貸
=

生絹
]J
疋
叩
長
≡
史
上ハ

Ⅴ
＼

J

月
二

相
陶
質
尺
八
T
｡
其
純

マ
ヽ

利
頭
立
機
牒

1
疋
｡
其
鉢

略
任
レ意
博
貰
｡
若
干

誉
到
日
｡
限
室
=
蜜
月
｢
便

畢

敷
尺
敦
本
絹
?

若

鉢F.ヽ

略
身
不
二
中
書
一着
｡

仰二者

口
承
人

見
寅

7

面
上
畢
1於

7､

尺
教
絹
7
若
於
Lj
卿

埠
P
絹
主
箪
〓尊
家
賓
7

用
肇

衰

綿
貫
7
両
共

>
.

到
面
牛

革
｡
不
ロ
ロ
｡



I.'さ､

重
責
年
式
月
十
五
日
0
莫

高
郷
首
姓
寵
鉢
略
｡
欠
二

疋
qE
7
達
於
]]兄
定
‥奴
∪

葵
卯
年
正
月
廿
三
日

張
通
温
手
書

巳

と
あ
る
o
こ
れ
は
貸
借
文
奥
の
原
典
に
は
推
す
し
て
'
壬
虜
年
に
契
約
者
の
間
に
敢
31
1T父
は
し
た
原
文
を
翌
薬
卯
年
に
張
通
淵
と

い
ふ
弟

二
者
が
何
か
の
目
的
よ
り
侍
為
し
た
も
の
で
あ
る
｡
第
十
行
目
下
部
は
類
文
に
比
較
し
て
恐
-
は
不
=
年
書
藩

'
仰
=
口
承

アテ

人
見
定
奴
あ

誤
篤
な
る
.(
-
.

六
行
目
の
牒
は
裸
の
苦
通
常
字
で
あ
ら
う
o
裸
は
礎

･
齢

･
塵
布
な
ど
と
,9
書
す
る
織
物
に
し
て

Jld
E(
(

外
観
呼
鞘
の
藻
字
音
.W

そ
の
昔
質
は
木
絹
布
で
'唐
代
に
は
燕
八
品
と
し
て
高
慣
な
り
し
も
の
-P
あ
-
'
こ
れ

一
疋
牡
利
息
と
す
る

的
涼
で
あ
る
｡
弟
L
二
桁
日
下
部
帆
は
紙
背
あ
ゎ
一7
た
た
張
窺
111細
心
は
-･･C=.･'右

の
め
小
で
適

か

には
判
諭
し
郡
い
が
卿
の
芋
は
沼
-

l●.

は
捗
の
看
過

普

字

な
る
べ
く

樫
慢
性

｢
ア
ナ
ド
リ
軽
ン
ズ
ル
｣
の
意
lP
あ
ら
う
｡
比
の
併
囲
発
車
K
式
七
競
倣
煙
文
書
の
柵
年

に

は
'
世
界
の
支
部
畢
界
に
於
て
未
だ
垂
-
知
ら
れ
て
居
ら
ぬ
俗
文
畢
物
が
香
し
'
題
し
て

『
漠
八
年
楚
滅
漠
興
壬
陵
腰

丁
鏑
』
と
日

ふ
.
劉
邦

･
項
羽
漠
糞
の
零
を
題
材
と
し
て
劉
邦
の
臣
な
る
王
陵
を
篇
中
に
活
躍
せ
し
め
た
る
撃
文
､
即
ち
整
相
押
座
文
の

I
に
し

て
'
支
部
俗
文
畢
研
究
上
の
貴
重
な
る
魔
女
的
史
料
で
'
何
れ
横
合
を
得
て
こ
れ
に
関
す
る
拙
稿
を
公
に
せ
む
と
期
し
て
屠
る
｡
此

の
撃
文
の
庵

に
二
行
に
亙
-
て
攻
の
識
語
あ
-
I

天

,TEE

四

等

八

月

十

六

日

孔

目

官

聞

物

成

鳥

記

席
代
点
間
に

於

け
る
度
券
使
用
習
慣
の
貸
席
と
QE測
布
定
尺
の
r
寄
倒

第
三
番

二
二
九

第
二
妹

三
三



JIlノ

一 ･ ･･. ■ ･r

唐
代
民
間
に
於
げ
ろ
度
辞
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
測
定
尺
の
1
賓
例

第
三
番

二
二
10

第
二
郎

三
四

天
宿
は
後
背
の
高
組
の
元
鏡
に
し
て
そ
の
翠

譜

か
諾

軌
年

は
己
葦

究

ぼ
･

比
の
契
文
の
壬
葦

は
恐
-
は
天
讐

卑

槌
舵
坂

詰

年

壬
蓋

な
る
ぺ
-
,

然
ら
ば
五
代
の
中
葉
の
契
文
で
あ
る
が
､
こ
れ
竿

は
幅
貫

入
寸
･
長
-

芙

尺

完

の
絹
と
濁
っ
て
居
る
O
斯
-
中
庸
陳
腐
乃
至
五
代
時
代
の
民
間
境
木
史
料
に
徴
琵
す
れ
ば
｡
幅
に
て
は
萱
尺
八
寸
･

憲
尺
九
寸
'

一

舵
の
長
さ
に
て
は
三
丈
六
1八
･
三
文
七
尺
一
寺

‥
二
丈
八
尺
Ld
寸
･
ニ
衰

九
尺
･
四
丈
な
ど
の
諸
捌
あ
り
て
.
大
隈
は

1望

見
nJ
九
寸
p

長
講
...或
ハ
カ
八
竜
以
｢

一
九
-J
1-
(Epの
カ
山
S
l間
作
於
け
rC･純
に
尉
ず
る
.LBIT間
的
習
慣

な
り
し
こ
1｣を
知
-
梢
ら
灯
る
LJ
AJ
れ
牡

′隼

前
端
の

『
通
典
』
所
見
の
絹

l
疋
忙
封
す
る
法
定
幅
長
堤

較
す
れ
ば
.
幅
に
放
て
は
法

定
の
票

八
寸
ユ
-

l
寸
凪
げ
唐
い
も
の

が
多
く
､
長
さ
に
於
て
は
法
定
通
-
四
丈
の
も
の
も
あ
り
､
車
亮

倭
に
一
尺
或
は
二
尺
短
い
Tll丈
八
九
尺
の
も
の
も
あ
る
管
情
な
れ

ば
､
先
づ
数
値
の
上
の
み
に
て
は
法
定
革
準
は
大
鰻
遵
奉
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
'
更
に
熟
考
す
れ
ば
果
し
て

此
の
計
数
が
唐
の
汝
定
尺
に
掠
る
測
定
教
な
-
L
や
香
や
を
吟
味
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O
法
定
尺
に
掠
る
な
ら
ば
絹

l
疋
の
決
定
塞

準
が
大
績
遵
奉
TU.れ
て
ゐ
た
こ
と
と
な
る
が
､
黙
ら
ざ
る
民
間
通
行
の
慣
用
慶
尺
'
殊
に
そ
の
'-
尺
が
法
定
塵
界
の
l
尺
よ
-
も
長

短
の
あ
る
も
の
な
る
場
合
に
は
.
同
じ
四
文

二
二
丈
九
尺
と
謂
つ
て
も
其
の
賀
長
は
相
嘗
伸
長
或
は
短
縮
さ
れ
る
筈
で
あ
る
か
ら
'

絹

l
疋
の
法
定
基
準
を
遵
奉
し
て
居
ら
ぬ
こ
と
と
為
っ
て
来
る
.
若
し
後
者
の
賛
情
な
ら
ば
表
面
的
形
式
的
数
値
的
に
は
絹

t
疋
に

封
す
る
法
定
基
準
を
遵
奉
し
て
ゐ
な
が
ら
'
裏
面
的
賛
質
的
に
は
之
を
遵
奉
し
て
居
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
｡
利
に
敏
に
公
を
軽
ん
す
る

常
時
の
支
那
商
貫
の
中
に
は
､
時
に
斯
様
な
欺
騒
な
企
閲
を
以
て
分
鉄
の
利
を
季
ひ
し
も
の
あ
る
べ
-
､太
府
寺
の
印
を
偏
珪
し
て
'

毎
年
八
月
定
期
の
度
量
衡
器
の
検
査
を
受
け
ず
し
て
'
信
連
の
官
印
を
鈴
し
て
検
査
輝
を
侮
る
者
さ
へ
あ
-
し
昔
情
よ
り
顎
推
す
れ

ば
､
四
文
の
数
値
の
み
は
箆
定
に
合
致
せ
し
め
な
が
ら
'
之
を
計
る
べ
き
度
器
に
非
法
定
の
し
か
も

1
尺
の
章
長
の
多
少
長
短
の
あ
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LJ-L 書

る
塵
尺
を
用
ひ
て
'
其
の
1
疋
の
法
定
章
長
を
愉
む
者
多
く
あ
り
し
も
の
と
考
察
せ
ざ
る
を
得
ぬ
｡
こ
れ

『
唐
律
』
撃

l十
六
'
雑

席
の
中
に
度
量
衡
器
達
犯
に
封
す
る
塵
罰
規
定
が
立
て
ら
れ
あ
る
所
以
で
あ
る
と
息
ふ
｡
即
ち

請
校
.l尉
斗
秤
度
.不
ゾ
平
O
杖
七
十
.
監
′使
者
不
レ
覚
減
,]
T
等
?
知
′惰
輿
同
〆
罪

と
し
て
太
府
寺
金
部
に
於
け
る
鮒
斗
秤
虞
千
校
の
際
に
経
る
不
正
行
鴛
を
虞
罰
し
'

請
私
作
一]射
斗
秤
度
'不
y
平
｡
而
在
レ
市
執
用
者
D
等
五
十
.
国
有
二増
減
】者
o
計
レ所
二骨
減
?
準
レ盗
論
O
郎
用
二尉
斗
秤
度
?
班
,]入
官
物
J而

不
レ
平
o
令
レ
有
=噂
減
J者

｡
坐
i械
論
｡
人
己
増
｡
以
レ
盗
論
O
其
碇
″
市
用
,]射
斗
秤
度
J錐

i平
o
而
不
レ
搾
【官
司
印
I者
O
等
四
十
C

と
し
て
法
定
煙

草
に
1iE
改
皆
ざ
る
萱
畳
軒
麓
と
弘
こ
鑓
乍

ノ
U
等
撃
取
=
こ
定
日
㌻
る
貯
ま
誉
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び
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に
借
り
不
は
行
甥
LlJ以
て
増
減
有
･C.n命
む
.hC
背
は
ぶ
れ･J舶
罪
と
し

て論
じ
p
そ
の
際
こ
れ
の
増
加
部
分
む
官
吏
が
臼
己
の
朗
有
に
解

せ
し
む
れ
ば
盗
を
以
て
之
を
論
じ
'
坊

市
に
て
用
ふ
る
度
量
衡
器
が
た
と
い
法
定
に
合
致
し
て
ゐ
て
正
し
-
と
も
.
太
府
寺

･
州
願

宮
司
の
検
査
合
格
印
を
映
-
も
の
な
る
時
は
無
許
可

･
無
免
許
の
も
の
を
公
然
濫
用
せ
る
科
に
よ
-
て
筈
四
十
の
罰
に
廃
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡
違
犯
者
虞
罰
の
規
定
は
斯
-
の
如
-
明
示
さ
れ
て
ゐ
て
も
'
こ
れ
が
規
定
通
り
に
行
は
れ
ぬ
の
が
支
郊
古
今
を
通
じ
て

の
通
弊
で
あ
る
o
違
犯
者
が
あ
る
馬
に
斯
か
る
虚
罰
の
規
定
を
定
め
あ
る
こ
と
は
疑
ふ
べ
き
で
な
い
が
'
魔
罰
の
規
定
が
有
る
か
ら

違
犯
者
が
殆
ど
無
か
り
し
も
の
と
謂
ふ
論
法
は
成
立
せ
ず
'
殊
に
支
部
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
非
法
定
度
量
衡
器
を
平
然
と
し
て
慣

用
す
る
民
衆
の
唐
代
に
多
か
り
し
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
く
'
政
府
と
し
て
も
徹
底
的
に
之
を
取
締
る
と
と
が
出
奔
す
､
少
-
と
も

地
方
民
間
に
於
け
る
慣
行
に
封
し
て
は
.
そ
れ
が
宮
司
に
関
係
せ
ず
し
て
民
衆
相
互
間
の
関
係
に
在
る
場
合
に
は
之
を
知
少
て
知
ら

唐
代
民
間
に
於
け
る
度
給
使
用
習
慣
の
葺
情
と
布
島
測
定
尺
の
1
薫
例

第
三
番

二
三
1

第

二
折

.
117五



唐
代
居
間
に
於
げ
ろ
度
器
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
渦
定
尺
の
l
賓
例

第
三
巻

二

三二
第

二
光

.
三

大

ぬ
態
度
を
敦
し
た
と
息
は
れ
る
か
ら
､
唐
代
民
間
の
貰
昏
貸
借
契
文
に
規
は
れ
る
絹

1
疋
の
軍
長
の
如
き
は
､

少
-

とも
文
献
的

･

律
令
浜
史
的
に
は
絶
封
に
之
を
量
り
知
る
こ
と
が
出
来
ぬ
課
で
'
其
の
幅
普
尺
九
寸
､
英
の
長
さ
三
文
八
尺

二
二
丈
九
尺
乃
至
四
丈

と
謂
ふ
絹

一
疋
の
菅
質
が
'
今
日
の
我
が
曲
尺
に
換
算
し
て
'
凡
そ
幅
撫
何
'
長
さ
稚
何
な
る
か
教
範
和

代確
か
め
知
る
と
と
は
i

礎
雅
有
す
る
唐
代
の
史
料
を
以
LiJ
し
て
は
仝
-
不
可
柁
辞
た
る
に
Lj
L
t
常
時
の
見
聞
が
ネ
史
料
た
る
比

等
契
史
を
以
て
し
て
仏
経

封
忙
不
町
脂
な
る
串
で

あ
り
F
南
都
の
rt
魚
醗
昏
激
の
御
物
中
に
退
席
舵
な
ど
の
舶
載
僻
衆
し
た
も
の
と
推
奏
せ
ら
る
る
唐
代
度
器

の
規
晶
が
有
し
て
'
牙
尺

･
木
月

･
犀
角
尺

･
紅
牙
頬
鎮
尺

･
線
牙
損
壊
尺

･
班
犀
小
尺

･
碧
瑠
璃
小
尺

･
資
瑠
璃
小
尺
な
ど
三
十

手
ネず
ノ

一
鮎
の
多
き
を
算

へ
'
親
が

曲

尺

を

以
て
す
る
そ
れ
ら
の
寮
長
の
測
定
は
明
治
五
年
以
来
先
賢
単
著
聾
の
手
に
掠
-
て
節
密
に
行
は

れ
て
ゐ
て
箕
に
世
界
的
の
璃
賀
で
あ
る
が
､
三
十

l
鮎
何
れ
も
多
少
づ
1
の
長
短
の
差
あ
-
'
ま
た
そ
の
各
々
の
支
部
に
て
行
は
れ

た
る
障
代
を
明
確
に
知
る
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
'
唐
代
布
吊
の
測
定
に
慣
用
し
た
る
慶
尺
が
そ
の
何
れ
な
る
か
せ
も
知
る
こ
と
が

出
来
ぬ
か
ら
'
銀
本
史
料
と
し
て
最
も
偵
借
の
貴
い
唐
代
の
産
串
の
賛
物
を
利
周
し
て
も
'
寛
に
唐
代
津
定
布
吊

一
疋
の
賀
長
や
敬

煙
馨
兄
の
唐
代
民
間
貸
借
契
約
文
勢
に
記
さ
れ
て
あ
る
布
qE
l元

'
雑
布

一
端
の
長
さ
の
数
の
菅
長
は
今
日
こ
れ
を
明
確
に
算
出
し

得
ざ
る
謀
で
あ
る
O
要
事
求
是
'
料
率
的
考
課
研
究
を
以
て
'
幾
部
分
た
-
と
も
未
拓
の
野
に
基
礎
的
研
究
の
結
果
を
観
て
て
支
部

尊
の
襲
達
に
寄
興
せ
む
と
志
す
者
に
と
-
て
は
寛
に
恨
事
な
り
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
.

五

大
鰭
従
卒
の
支
部
の
書
籍
の
記
載
法
は
単
術
的
な
ら
ざ
る
通
弊
が
多
く

何
れ
か
と
謂

へ
ば
文
嬰
的
作
物
た
る
の
臭
味
の
多
い
も

の
が
多
-
'
疎
浸
な
る
の
傾
向
が
あ
る
O
.正
史
に
は
事
服
志

･
輿
服
志
の
項
を
設
け
あ
る
も
の
相
常
に
存
す
る
に
拘
ら
ず
､
そ
の
圏
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葦
を
附
し
て
な
い
｡
宰
輿

･
服
飾
の
如
き
も
の
は
如
何
に
詳
細
に
そ
の
委
曲
を
記
述
し
て
も
'
百
年
千
年
の
後
の
人
に
は
囲
童
が
有

ら
ざ
れ
ば
之
を
確
賓
に
骨
得
す
る
こ
と
は
出
奔
ぬ
.
ま
た
正
史
の
郡
囲
志

･
地
望

心
は
そ
の
記
萄
ぽ
必
ず
し
も
疎
難
と
は
謂
へ
ぬ
が

之
を
示
す
べ
き
地
圏
を
附
し
て
な
い
.
こ
れ
近
年
楊
守
敬
な
ど
が
情
み
て
苦
心
作
威
せ
し
所
以
で
あ
る
｡
唐
代
の
律
令
格
式
そ
の
今

日
に
億

へ
ら
る
る
も
の
よ
り
見
れ
ば
諸
法
規
甚
だ
垂
然
と
し
て
'
さ
す
が
は
文
物
典
章
の
聾
連
し
た
唐
朝
の
盛
時
を
想
見
せ
し
む
る

に
足
る
も
の
が
あ
-
'

1
例
を

『
大
唐
六
典
』
に
採
-
て
観
て
も
､

そ
の
巻
四
'

佃
書
趨
部
の
債
に
は
大
束
寛

･
変
易

･
賃
毘

･

蔑
見

･
縮
鼠

二
.花
見

･
適
天
冠

･
巽
善
冠

･
遠
退
冠

･
進
徳
冠
な
ど
の
制
を
記
し
な
が
ら
そ
の
形
状
を
不
せ
盲
国
書
を
不
さ
す
'
巻

ヒ
'
簡
青
工
部
の
備
に
は
長
安
の
宮
城
や
輿
健
官
の
門
櫨
官
能
の
架
蜘
む
鮮
出
し
な
が
ら
之
が
項
仲
居
を
示
す
宮
殿
碩
閣
配
置
園
を

対
戦
し
て
居
ら
ず

.
雄
飛
の
支
那
苦
難
の
記
載
は
i<
概
此
j(
依
然
-
土
中
し
て
も
過
ぎ
で
な
い
O
乃
ら
度
遷
衛
に
関
し
て
も
埴
l二,.

偶
撃
戸
部
の
保
の
余
部
郎
中
点
外
部
の
項
に
決
定
規
則
を
明
記
し
.
ま
勲

撃

lL十
..
太
府
等
の
候
の
主
命
錦
事
の
項
に
TT
秤
量
尺

の

検
定
の
規
則
を
明
記
し
な
が
ら
そ
の
何
れ
に
於
て
も
度
量
衡
器
の
算
長

な
ど

を

示

す
ー
･量
衡
券
は
静
圏
と
し
て
は
そ
の
容
積
や
重

量
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
の
事
な
れ
ど
も
少
-
と
も
度
器
は
こ
れ
を
濁
し
得
る
筈
で
あ
る

-
閲
葺
を
柏
げ
て
無
い
.
法
定
度
器
の

1
寸

二

尺
の
賀
長
を
紙
幅
の
上
に
書
い
て
も
決
し
て
厳
密
に
正
確
で
な
い
こ
と
は
喋
々

を
要
せ
ぬ
が
､
し
か
し
大
略
の
賛
長
は
之

を
知
り
得
る
か
ら
､
之
を
葺
く
は
之
を
葺
か
ざ
る
に
勝
る
こ
と
教
等
な
り
と
謂
は
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
o

『
新
書

』
食
貸
雷

高
組
の
完

四
年

鴎
讐

裏

年

に
開
元
通
賛
讐

警

其
の
筈

八
分
･
其
の
雪

を
二
錬
四
空

走
め
た
と
あ
る
記
載
よ
仁

清
の
奥
大
澱
は
開
元
通
賓
頭
の
榔
伸
長
精
'
輪
廓
完
好
の
も
の
十
枚
を
午
列
し
て
葺
験
を
試
み
'
其
の

十
枚
を
以
て
開
元
尺

1
尺
の
長
さ
に
適
合
す
る
を
知
っ
た
と
そ
の

『
賛
験
考
』
に
謂
っ
て
ゐ
る
が
､
十
枚
に
て
は
八
寸
を
得
ら
れ
る

唐
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
軍
情
と
満
烏
測
定
尺
の
1
茸
例

第
三
番

二
三
三

第

二
既

.

三
七

●
.
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唐代民間に於ける度恭使用習慣の茸情と布島測定尺の一章例第三啓二三四第二凱三八

カネヰン

も1尺を得られる筈は無い.但し関元通賓鏡の径を葦軌すると我が曲尺の八分あるから'これを老接とすると暦の小尺1尺は我が曲尺の1尺に相首する｡止の呉大激の方法'関元遺棄疎の笹八分を根本史料とする方法は'研究方法としては割合に菅茸にして畢間的な-と謂払得らるるなちむが'幸に比の方法に描-て唐代法定度尺の賀

力私ずン

長を知-稗られ'それが葛篭白H園胡行の曲尺と杢然同一制なることを知-得ても'唐代の属間には手管法先標準知り得たる汝定棟準度月が磨く民間に於て布烏測定の度尺として牌行せられたか否か'或は洪定横準慶尺は宮司閤相互の計倉並に官民間相互の収授閲係には無論励行せられたと想はるるも'民衆相互間の私的買茸貸借契約などの場合には慣行風俗よ-之を用払ずして非鎮定の積率の異なる慶尺を慣用したるものには非ざるか香かが明瞭でない限-は'此等の民間の私的契約文に見える絹一疋の帽や長さの数字の賓長を今且化に1正確に知るこJJは出釆ぬ筈である｡億に政府より民に布南を給興したる書類たる場合'或は租調として政府が民より収納したる場合の記録ならば勿論法定定尺に法りての長さであるが'民衆相互間の場合は必ずしも常に法定庶尺に法りしものと

カえ㌦ン

は断ぜられぬ.また皇園現代に於て大横普通の器具調度品の測定には曲尺を慣桶Lt布摘塀の測定には曲尺の茸尺二寸五分といふ甚だ複雑な比率の差のあ穀が慣用しっ-ある風俗事例ある至宝春巻稽すれば,唐代の法定小尺･大尺の賀長を知-得ても直に以て之を1枚民衆間に於ける市島測定の慣用慶尺なりと見て以て民間の私契に規はるる布吊l疋の長さを算出し我が曲尺を以て幾何となると断ぜむは､研究方法として猿ほ早計たるの鮎を受くるを免がれぬ｡それ故に研究方法としては法定慶尺は法定度尺として'民衆間に於ける慣用の布南測定
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慶
尺
は
ま
た
該
慶
尺
と
し
て
'
そ
れ

′ぐ
1別
箇
の
根
本
史
料
よ
-
こ
れ
が
猫
立
的
研
究
を
行
払
そ
の
各
々
の
結
果
を
獲
得
し
て
後
に

二
者
相
互
間
の
関
係
を
論
ず
る
の
が
最
も
妥
昔
で
あ
り
'
そ
の
馬
に
は
唐
代
民
間
に
於
て
此
の
度
尺
器
を
用
払
て
此
の
若
干
丈
尺
寸

∫
の
布
Q
E
を
測
定
し
た
と
い
ふ
琵
嬢
の
確
賛
な
る
民
間
根
本
史
料
の
存
巷
せ
む
こ
と
を
熱
望
に
堰
へ
ぬ
O
民
間
に
於
け
る
各
種
の
層
流

カえ
げ
ン
クヂ
ラ一
ン

的
風
硲
的
の
慣
行
刀
な
る
も
の
は
甚
だ
潜
勢
力
の
あ
る
も
の
に
し
て
'
今
日
皇
閲
に
て
は

曲

尺

と

鯨
尺
と
が
並
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が

-

メ
ー
ト
ル
法
は
最
近
時
の
事
に
葛
す
る
か
ら
暫
-
論
外
に
置
く
こ
と
と
す
る
-

布
昂
を
計
測
し
'
衣
服
裁
経
の
寸
法
を
測
る

樽
に
曲
尺

･
鯨
尺
の
何
れ
を
岡
ひ
で
も
支
障
な
い
詩
な
る
に
拘
ら
ず
F
長
歳
年
間
の
慣
行
力
は
こ
れ
に
限
り
て
鯨
尺
を
用
払
'
凡
そ

宿
毛
衣
は
簸
達
て
掴
㌻
る
場
食
に
は
特
に
言
明
せ
ざ
る
眼
は
常
然
鯨
尺
に
ほ
れ
る
･iP
の
立
証
解
し
て
賢
1̂Cn
民
間
の
尺
度
便
矧
習
慣

に
於
け
る
斯
-
の
如
き
賛
情
は
唐
代
に
於
て
屯
同
様
た
り
し
も
の
と
覇
棄
し
て
ttd
L
い
と
祁
心
は
る
る
か
ら
､
唐
代
の
民
間
択
奉
安
料

に
於
で
そ
の
姥
料
忙
見
え
･h･@
朋
の
准
文
雄
L
/
鵜
寸
む
以
て
一
疋

i
剖
よ
す
る
和
良
の
汎
発

に使
uJIFfF
L
た
こ
と
の
明
確
な
る
鮭
尺
芥
が

其
の
章
長
と
共
に
今
日
明
か
な
る
場
合
は
'
そ
の
慶
尺
は
即
ち
昔
時

一
般
民
衆
の
間
に
於
て
布
南
の
測
定
用
と
し
て
庶
-
慣
行
せ
ら

れ
ゐ
た
る
も
の
な
る
こ
と
'
猿
は
皇
国
現
情
の
鯨
尺
の
如
き
も
の
な
-
L
を
知
る
べ
き
で
あ
ら
う
O
然
か
れ
ど
も
茶
に
望
む
が
如
き

種
の
唐
代
民
間
根
本
史
料
は
容
易
に
通
有
し
得
べ
き
様
に
も
想
は
れ
す
'
先
づ
研
究
者
の
理
想
案
と
し
か
考

へ
ら
れ
ぬ
｡

邦
か
る
に
何
の
幸
ぞ
や
'
余
が
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
昭
和
六
年
九
月
九
日
悌
蘭
西
国
巴
里
市
に
在
留
以
来
'
雇
膳
を
忘
れ

て
調
査
す
る
所
の
悌
図
三

止
園
書
館
古
文
書
部
新
森
の
倣
慎
重
見
終
碑
文
書
経
計
五
千
五
百
四
十

1
鮎
の
中
に
'
唯

一
鮎
だ
け
此
の

種
の
唐
代
民
間
根
本
史
料
の
通
有
す
る
も
の
あ
る
を
蟹
見
し
て
'
韓
た
杢
蓮
に
垂
る
る
軸
物
護
助
の
洪
恩
に
感
激
拝
謝
し
た
の
で
あ

る
｡
虞
に
走
れ
天
地
間
の
珊
史
料
'
大
海
の
遠
珠
､
宇
宙
間
の
填
賓
と
評
す
べ
き
も
の
に
し
て
'
而
か
も
膏
に
皇
国
の
支
部
革
具
に

唐
代
民
間
に
於
け
る
度
券
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
島
測
定
尺
の
一斉
例

弟

三
春

二
三
五

第

tl新

三
九.

･t書
相通



唐
代
民
間
に
於
げ
ろ
度
器
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
島
測
定
尺
の
一
軍
倒

幕

三
春

二
三
六

第

二
郎

四

C
)

於
て
の
み
な
ら
ず
'
世
界
の
支
部
単
身
に
未
だ
仝
-
知
ら
れ
て
居
ら
ぬ
虞
女
的
根
本
史
料
で
あ
る
e

比
の
貴
重
な
る
根
本
史
料
は
諸
国
書
館
の
登
録
者
涜
第
参
五
六
五
競
倣
焼
文
書
に
し
て
'
此
の
あ
た
-
の
披
攻
の
倣
煙
尊
兄
史
書

は
従
来
解
説
目
録
が
出
帝
て
居
ら
ぬ
葛
に

1
椴
に
公
開
閲
覚
社
許
さ
ず
'
該
圏
書
館
備
附
の

『
憾
煙
文
書
解
説
日
銀
』
(C
atatog
u
e

d
el
a
Coi
Lect)on
d
e
P
ei110t
･
M
anuscrltSd
eT
o

uen･h
ouang
〔脊
振
〕)
所
見
以
外
の
も
の
に
し
て
.

泉
が
調
査
中
に
館
長
オ
ー

査
を
属
し
た
る
萱
千
四
有
難
の
末
輩
理
の
燃
焼
散
見
文
書
中
の
1I
鮎
な
れ
ば
.
葦
に
世
界
的
に
未
だ
支
部
尊
者
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い

も
の
で
あ
る
.

そ
の
貴
重
史
料
た
る
の
故
を
以
て
入
念
に
縛
為
し
'
ま
た
該
園
書
館
公
認
配
展
の
罵
虞
匠
な
る
ガ
ン
ビ

エ
氏

(M
憎

G
am
b
iez)
に
委
嘱
し
て
篤
虞
に
も
撮
影
し
て
尉
朝
し
た
る
が
.
寛
虞
は
技
術
の
拙
劣
な
る
賃
降
職
と
し
て
複
蔦
の
可
能
性
の
殆
ど

無
い
も
の
と
蔦
っ
て
ゐ
る
が
､
我
が
京
都
葡
囲
大
単
文
畢
部
詫
展
墓
の
嘱
託
高
橋
猪
之
介
氏
の
苦
心
に
よ
-
て
漸
-
～
.の
面
影
を
柁

鮮
明
に
複
寛
し
得
た
一
五
に
珂
羅
版
の
口
緒
と
し
て
琴

不
す
る
所
の
二
葉
は
そ
れ
で
あ
る

此
の
備
歯
帯
参
五
六
五
競
敦
塩
文
書
は
儒
教
経
巻
の
瀬
峡
の
紙
片
を
利
用
し
た
る
も
の
に
し
て
'
紙
表
に
有
る
も
の
が
貴
重
史
料

た
る

『
甲
子
年
二
月

1
日
氾
懐
通
等
兄
弟
四
人
借
絹
契
文
』
で
あ
る
｡
今
こ
れ
を
原
文
書
の
魂
の
ま
1
に
左
に
追
録
す
る
｡
申
す
迄

も
な
-
旬
鮎
は
余
の
加
ふ
る
所
で
あ
る
｡

甲
子
年
三
月

T
日
立
1
契
o
首
巻
氾
懐
通
兄
弟
等
｡
家
内
欠
二少

7
､

7
､

疋
白
7
途
於
.]李
法
律

面
上
7
貸
=白
生
絹
茸
疋
叫
長
重
任

7
ヽ

マ
,

捌
尺
｡
棺
閥
式
尺
半
寸
｡
其
絹
貸
後
｡
割
レ
秋
遠
二
利
穿



息
帝
石
7
此
レ
革

一乗
年
二
月
末
7
唱
二
通
本
絹
?
如
若マ

､

於
レ時
不
レ選
者
｡
於
看
郷
レ
元
迩
レ
月
生
レ
利
0
両
共
到

7
､

Y
ヽ

面
貸
レ絹
鴛
レ定
｡
不
レ許
レ謂
レ藤
者
｡

7

-

7
ヽ

貸
細
入

女

達

郭

7
↓

貸
絹
人

懐

達

>
/

貸
絹
人

懐

任

貸
絹
人

見
懐

遍

7
テ

右
の
文
喪
の
第
二
行
員
の
行
頭
の
疋
晦
は
或
は
白
を
満
の
晋
通

常

字

と
し
て
使
用
せ
る
も
の
な
る
か
も
知
れ
ざ
れ
ど
も
､
恐
-
は

苅
梓
¢
部
宗
教
I心
.(.pl
･r!
疋
斜
と
は

.
卓

二
止
と
施
敬
を
以
て
婦

へ
る
絹
絡
絹
純
綿
綬
雄
和
桁
毅
肌
粥
す
る
中
晩
厭
時
代
の
民
間
過

･シ･一TLノ

rT
｣ノク

俗
語
に
し
て
'
拾
ほ
現
今
の
邦
俗
に
布
鳥
類
を
汎
構
し
て
端
物

･
其
服
な
ど
と
謂
ふ
習
慣
の
あ
る
の
と
相
棒
ば
ぬ
｡
此
の
疋
島
の
語

は
昔
時
の
契
女
に
は
習
見
す
る
｡

武
に

1
例

を
指
摘
せ
む
か
､

現
に
前
指
の
併
闘
ヱ
止
胤
書
館
所
蔵
倣
燥
文
書
第
蓉
四
五
八
既

の

『
辛
丑
年
四
月
二
万

押
衛
羅
賢
信
借
絹
花
優
位
契
文
』
に
も
欠
闘
疋
南
部
ち
疋
吊
を
紋
闘
す
と
あ
り
'

同
罪
肇

ハ
式
七
祝

の

『
壬
貴

ダ
ン
モ
′

イ.
フ
ク

年
式
月
十
五
日
英
高
郷
PI[姓
龍
鉢
略
借
絹
奥
文
』
に
も
欠
閉
疋
烏
と
あ
-
'
何
れ
も
端
物

･
呉
服
の
意
に
し
て
'
此
等
の
葵
文
に
で

は
賛
質
的
に
は
絹
を
意
味
す
る
｡
斯
か
る
種
の
唐
代
に
於
け
る
汎
稀
的
俗
語
は
相
嘗
多
-
存
し
､
奔
粟
な
ど
の
穀
物
類
を
汎
稗
す
る

科
料
な
る
欝
の
如
き
も
亦
然
る
の
で
あ
る
.
解
剖
は
貴
名
で
幾
斜
幾
斜
と
使
用
せ
ら
る
る
補
呼
で
あ
る
が
'
穀
物
類
は
何
凧
も
そ
の

畳
を
量
る
に
解
剖
剖
合
を
以
て
す
る
習
慣
で
あ
っ
た
か
ら
'
JJ
れ
に
淵
源
し
て
穀
物
顎
の
汎
稀
と
し
て
斜
封
な
る
俗
語
が
弘
く
行
は

唐
代
点
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
島
測
定
尺
の
1
茸
例

第
三
番

二
三
七

第

二
折

四
一

,



唐
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
島
湖
定
尺
の
一
章
例

,

第
三
巻

二
三
八

第
二
班

四

二

_

れ
た
の
で
あ
る
｡

l
例
を
示
さ
む
か
'
英
国
王

止
博
物
館
朗
殖

ス
タ
イ
ン
氏
格
邦
文
寄
寮
費
四
七
五
紙
紙
背
の
唐
代

立
契
文
書
式
拾

遺
の
中
の
第
九
番
目
の

『
抄
州
寺
戸
敢
君
便
蛮
園
寺
備
慣
穿
契
文
』
に

□
年
四
月
十
五
日
O
沙
州
寺
戸
厳
君
O
馬
レ琴

南

斗
駈
倖
空

目

E

7
7ヽ
,

途
於
二
軍

画
仏
横
断
?
健
二歩
容
碩
叫
並
濃
斗
｡
其
奔
請
工

=

!

草
薮

八
月
末
議
場
此
山
如
濃
レ眼
不
レ濃
n
叔
番
講

i〓
日

日

h

仇
任
下婿
ご
此
契
l罵
二
令
六
?
撃

海

家
蚕
雑
物
?

E
j

充
中
賓
直
加
如
身
東
西
不
レ巷
.

7
伸
二

傑
人
等
f代
還
｡

ロ
二

7

､

人
無
7
倍
｡
故
事

血

契
?
菩
レ紙
駕
レ鳩

｡

便
レ変
人

蕨

君

年

⑳

頂

人

劉

曝
子

年
廿

保

人

[
･

見

人

伸

治

菜

見

人

膚

寺

主

.

見

志

点

の
如
き
驚
倒
が
あ
る
.
疋
南
の
序
な
が
ら
こ
れ
を
述
べ
て
中
庸
晩
唐
時
代
の
民
間
通
行
の
檀
俗
語
の
如
何
を
知
る
贋
の
垂
敦
に
供

丁テ

アテ

し
て
置
-
.
さ
て
本
論
に
還
り
て
'
第
二
行
目
の
行
尾
の
枚
は
丈
の
晋
通

音

字

に
し
て
第
三
行
目
の
帽
は
幅
の
普
通
督
字
で
あ
る
｡



ー

y

J･#

1･J
I
.
･

第
四
行
目
の
行
頭
の
滋
は
栗
の
字
の
中
晩
唐
時
代
に
於
け
る
民
間
通
俗
字
な
る
こ
と
'
昔
時
の
抄
州
地
方
の
悌
教
寺
院
の
出
現
破
除

塵
即
ち
食
計
収
入
支
出
目
録
に
習
見
す
る
現
象
よ
-
麻
縄
し
て
甚
だ
明
確
で
'
休
園
三
止
圏
書
館
所
蔵
噴
煙
文
書
第
武

○
参
式
涜
紙

背

･
同
第
武
〇
四

〇
涜
紙
背

･
同
滞
式

〇
四
九
涜
紙
背

･
同
市
金
武
巷
四
境
紙
背
の

『
辞
土
寺
直
義
僧
手
下
諸
色
出
現
破
除
塵
』
に

は
彩
多
し
く
硯
は
れ
て
帝

て
居
る
.

第
五
行
目
の
行
尾
の
割
は
封
の
字
の
唐
代
民
間
通
行
の
僅
俗
字
'

第
六
行
DI[の
碑
の
字
は
木

ヘン

アテ

偏

を
附

し
た
る
普
通
普
字

の
香
に
し
て
'
香
を
謂
ふ
と
は
借
用
契
約
近
背
走
し
た
り
'
種
火

の
口
賀
む
桟

へ
て
契
約
の
履
行
を
肯
ん

ツク
ソ

ぜ
ざ
る
の
意
と
も
解
せ
ら
れ
ぬ
と
と
も

な
い
が
'
幸

の

字
番
は
不
あ

如
-
灯
も
'
ま
た
香
の
如
-
に
も
邑
ゆ
る
こ
と
篤
農
の
示
す
通

丁
テ

り
で
'
し
か
も
帰
を
香
の
膏
通

常

字

と
観
ず
し
て
'

こ
れ
を
以
て
完
い
草
な
り
と
す
れ
ば
'
柘
は
指
勺
小

指
樟
な
ど
と
慣
用
せ
ら
為

る
文
字
に
し
て
杯
と
同
1J
芋
で

｢
サ
カ
ヅ
キ
｣
で
あ
る
か
ら
'
此
虞
に
於
け
る
意
義
仝
-
通
ぜ
ぬ
こ
と
と
な
る
.
想
ふ
に
こ
れ
は
恐

･L-!
は
杜
の
字
忙
し
で
..
敢
和
n,
れ
歓
談
記
し
て
巧
で
作
り
｡
設
け
-_I.抑
耳
T;
任
し
U
E不
卜
轟

ノ
lE
b
･り
JL
j!Tlも
う
LI
I鶏
ぼ
'仁
措
-
て

見
て
も
帯
を
ほ
に
改
め
芽
し
た
症
迩
あ
る
を
充
分
に
認
め
得
る
と
思
は
れ
る
o
然
ら
ば
椎
と
謂
ふ
草
許
さ
す
と
は
如
何
な
る
意
味
な

る
か
と
謂
ふ
に
t
.
椎
を
謂
ふ
と
は
恐
く
は
自
己
の
秋
す
る
朗
を
得
ら
れ
ざ
る
を
恨
む
と
か
'
心
の
不
平
不
満
を
謂
ふ
と
か
の
意
の

カ
レ
コレ

モ
ン
ク

中
晩
唐
時
代
に
於
け
る
民
間
通
行
の
佳
俗
語
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
.
邦
俗
の
但
俗
語
に
所
謂
彼
此
と
文
句
を
謂
ふ
の
意
で
は
あ

る
ま
i
欺
｡
そ
の
考
接
は

『
准
常
子
,葛
巻
十
二
の
道
麿
訓
に
碇
激
と

1
士
人
と
の
問
答
を
記
せ
る
陳
あ
り
て

今
子
源
始
,]於
此
?
乃
語
]r窮
観
∵
誠
不
.]亦
遠
7歳
｡
然
子
鹿
美
O
書
奥
.蕗
浸
7
期
二十
九
頒
之
外
?
雪
不
レ可
二以
久
駐
?
著
士
盤
レ
博
而
疎
′易
o

送
入
一重

中
?
慮
敷
仰
而
硯
レ
之
弗
i見
.
乃
止
i鳶
｡
止
稚
括
｡
惇
著
レ有
レ喪
也
｡

と
あ
り
'
そ
の
止
朽
治
の
三
字
は
心
棒
治
に
作
る
べ
き
倖
寛
の
靴
語
な
ら
む
と
譜

は
れ
る
か
ら
'
こ
れ
は

[
心
に
朽
治
す
｣
と
讃

唐
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
烏
測
定
尺
の
1
茸
例

第
三
番

二
三
九

第

二
既

四

三



唐
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慨
の
苦
情
と
布
島
測
定
尺
の

1
賓
例

第
三
番

二
四

〇

第

二
択

E
E
l

む
べ
き
で
あ
･sl
.

而
し
て
共
の
椎
治
の
姓
に

超
人
謂
レ
恨
リ
不
レ待
.
夢

.槌
指
?

と
あ
れ
ば
'
朽
治
す

と
は

自
己

の
欲
す
る
所
を
得
ら
れ
ざ
る
を
恨
む
の
音
に
し
て
轟
し
楚
地
方
の
重

二日
で
あ
ら
う
｡
古
く
斯
際
な

方
言
の
存
す
る
こ
JJ
よ
り
徹
れ
ば
､
こ
れ
に
緑
由
し
て
中
庸
晩
唐
時
代
の
民
間
流
行
但
俗
語
と
し
て
f恨
む
と
か
F
不
平
不
満
と
か
の

蕊
を
椎
-･J
粥
.?
.泡
t
の
LJ
は
な
か
uFl･つ
か
-長

竹､
T

化

の
典
儲
甘
辛

･打撃-･症
の
竿
と
和
許
せ

む
-iJ歓
ず
る
の
で
あ
る
C.
第
六
行
目
の

末
尾

の
7
-

相川相川川相川相川相川相川川は
以
下
姦
白
文
和

の
無
い
と
･～
を
示
せ
る
も
の
に
し
て
.
後
日
に
於

け
る
策
謀
的
文
句
の
添
加
追
記
の
起
ら

む
こ
と
を
未
然
に
預
防
せ
る
も
の
'
恰
も
皇
囲
現
代
に
於
け
る
戸
籍
の
謄
本
や
抄
本
に
於
て
'
同
じ
攻
防
目
的
よ
-
基
白
の
二
字
を

以
て
せ
る
小
朱
印
を
文
句
の
尾
部
に
押
捺
す
る
の
と
同
じ
現
象
で
あ
る
〇
二
尺
牛
寸
の
牛

は
尺
を
単
位
と
せ
る
故
に
五
寸
で
あ
る
｡

借
主
の
氾
懐
通
兄
弟
が
自
己
を
述
ぶ
る
に
常
I-
1.
常
春
の
氾
憤
通
と
謂
へ
る
よ
-
見
れ
ば
.
此
の
氾
氏
兄
弟
の
居
住
地
域
は
衛
巷

地
域
に
し
て
即
ち
城
内
居
住
者

な
-
と
観
察

せ
ざ
る
を
得
ぬ
｡
巷
の
字
は
畳
替

･
塗
巷

･
間
巷

･
衡
巷

･
衛
巷

･
斜
巷

な
ど
と
熟

し
､
｢
チ
マ
ク
｣
の
意
に
し
て
村
野
郷
里
の
間
の
小
道
を
指
さ
な
い
こ
と
も
な
い
が
'
ま
た
坊
巷
と
も
熱
す
る
文
字
に
し
て
'
此
の
場

合
は
都
邑
城
内
の
小
筒
の
意
で
あ
る
｡
比
の
史
書
に
見
ゆ
る
首
巻
と
は
恐
-
は
抄
州
々

城
内
の
坊
巷
の
意
に
し
て
'
そ
の
春
名
は
貸

借
爾
主
間
に
善
-
熟
知
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
､
支
契
上
に
於
て
早
に
首
巻
即
ち
此
の
小
筒
と
記
し
て
'
敢
て
巷
名
を
記
き
ざ
り
し
も
の

で
あ
ら
う
｡
中
居
晩
唐
時
代
の
沙
州
州
城
円
に
中
原
の
都
邑
同
様
に
坊
制
が
し
か
れ
'
各
坊
に
坊
名
も
存
し
居
-
し
こ
と
は
昔
時
の

根
本
史
料
に
徴
詮
し
て
確
責
で
あ
る
｡
即
ち
焼
固
三

上
固
書
館
所
蔵
倣
蛙
文
書
第
参
上ハ
参
六
蝶
紙
背
の

F
T
酉
年
五
月
j

=
Ld
日
呉
王

七
残
酷
戸
呉
優
賞
口
承
奥
文
』
に
粟
安
坊
な
る
坊
名
が
見
え
て
居
る
レ
臼

-
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～

杜
戸
臭
懐
膏
｡
自
二
丁
酉
年
初
春
?

便
随
=張
鋸
便
?

往
こ於
新

城
叫

其
来
賓
坊
巷
杜
円
使
用
亡
贈
｡

懐
貰
生
新
所
有
.
罰
賛

非
レ軽
.
禾
レ有
レ排
二批
新
人
?

柁
二
部
綿
綾
二
疋
?
無
=
物
牧
債
?

今
又
往
二新
城
?

今
連
二
見
王
七
口
承
?
此
レ至
]]懐
葺
来
日
?

伸
二兄
王
七
J追
滑
｡
或
若
杜

衆
斉
集
｡
破
罰
之
時
｡
着
二
多
少
罰
賛
?

碓
内
所
レ得
物
葛
レ充
レ贈
｡
罰

†
ヽ

倍
社
｡
或
若
懐
賓
身
東
西
不

放
物
二
口
東
人
7

押
レ青
竜
レ
鞍
｡
了

.rl
FEi･句
･
HII
LLLl日日
.n
fjl

コ

.J

己
]

[

ノ
.U一ノ

口承
人

男

口
承
人

見
憤

安

々

冨

毒

′

英
王
七

七

右
の
史
実
は
中
晩
唐
時
代
の
民
間
に
自
治
的
に
組
織
せ
ら
れ
た
吋
内
規
陸
相
互
扶
助
組
合
関
係
の
文
書
に
し
て
祉
声
と
は
そ
の
朝

食
貞
の
家
の
こ
と
で
あ
る
Q

此
の
文
実
の
中
に
敢
戸
の
英
懐
賓
は

丁
酉
の
年
初
春
よ
り
便
ち
張
鎖
億
に
随
ひ
て
新
城
に
社
か
む
と

す
｡
其
の
乗
安
坊
巷
の
社
内
便
用
の
亡
滑
'
懐
葺
全
く
新
た
に
所
有
す
れ
ば
罰
青
軽
き
に
非
ず
一芸

と
あ
-
て
乗
安
坊
巷
に
町
内
親

睦
相
互
扶
助
組
合
が
存
し
'
組
合
月
の
1
人
な
る
呉
懐
菅
が
'
組
合
月
の
家
に
死
亡
者
の
生
じ
た
る
時
'
組
合
よ
り
哀
弔
の
意
を
表

唐
代
月
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
貨
情
と
布
泉
測
定
尺
の
7
驚
倒

第
三
者

二
四

1

第

二
郎

四
五
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唐
代
民
間
に
於
け
る
度
静
使
用
習
憶
の
箕
情
と
布
烏
測
定
尺
の
一
軍
例

第
三
巻

二
四
二

第

二
流

四
六

し
て
其
豪
に
暦
量
す
べ
き
金
品
を
押
領
し
て
肖
己
の
私
用
に
供
し
て
､
祈
塔
を
し
て
居
ら
ず
'

し
か
も
そ
の
ま
1
で
新
城
に
往
か
む

と
す
る
か
ら
'
兄
の
奥
三
七
を
し
て
連
帯
保
護
人
に
立
た
し
む
る
と
い
ふ
こ
と
が
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
唐
代
の
抄
州

′

州
城
内
に
坊
制
の
存
し
た
る
AJ
と
を
不
す
も
の
で
あ
る
o
ま
た
其
の
紙
表
に

U.傭
書
贋
書
舜
典
孔
民
博
棲
準
Jn
の
存
す
る5
価
組
･L<･
;止

観
音
館
何
歳
轍
燥
文
書
第
呑
○
苦
五
鍍
紙
背
の
抄
繍
五
徳
十
敬
の
攻
に
宅
倉
の
位
置
磨
充
に
閲
す
考
試
の
如
き
記
載
が
あ
.る
G
毒
し

宅

令

の
璽
邦
文
熱
の
.1
鮒
分
の
嫌
価
で
あ
iE･う
n･
臼

臨
池
坊
西
壁
上
小
雀
子
北
壁
食
堂
口
.
弊
屋
上
棟
餅
等

階

萱
易
｡
東
西
朋
間
捌
口
｡
南
北
朋
聞
萱
文
教
尺
｡
東
至
〓呂
定
徳
?

7
ヽ

西
軍

融

呂

懐
?甫
宣
下
争
1大
門
]道
加
北
軍

一巻
子
叫

此
の
女
契
痩
筒
も
沙
州
敬
煙
地
方
の
も
の
た
る
は
庚
の

無
い
も
の
で
あ
る
か
ら
I.
茨
に
規
は
る
る
臨
池
坊
な
る
坊
名
も
抄
州
々

城

内
の
西
壁
に
近
摸
せ
る
塀
の
も
の
と
考
察
せ
ら
れ
る
｡
ま
た
併
国
々

立
国
書
館
所
蔵
喫
煙
文
書
第
式
五
九
五
紙
紙
背
に
責
地
文
署

あ

･sL
て

△
坊
歪

上
室
竺

院
議

鯛
謂

顎

乾
符
二
年
乙
未
歳
六
月
七
日
｡
慈
意
郷
陳
都
知
.

薦
レ不
二
穏
便
?
絡
二面
件
基
地
?
出
撃

]輿
莫
高

郷
百
姓
安
平
子
?

断
作
便
宜
｡

と
あ
る.
〇
こ
れ
は
首

雷
郷
在
籍
の
人
な
る
陳
都
知
が
抄
州
々
城
内
の
或
る
功
内
に
所
有
せ
る
碁
閑
地
を
茎
南
郷
在
住
の
百
姓
安
牛



子
に
茸
-
た
る
場
合
の
も
の
JJ
察
せ
ら
れ
る
｡
此
の
巷
閑
地
の
位
置
す
る
或
る
坊
が
田
野
郷
里
の
間
に
在
ら
ざ
る
こ
と
は
'
第

一
に

ホ
ト
ソ

唐
代
の
坊
制
は
都
邑
に
於
て
布
か
れ
た
る
も
の
に
し
て
郊
村
に
於
て
布
か
れ
ざ
る
も
の
な
る
こ
と
'
第
二
に
東
壁
の
上
と
あ
り
て
城

壁
の
存
在
票

し
て
ゐ
る
｡
と
に
債
阜

甚
蒜

確
で
雪

｡
葛

の
害

せ
ら
れ
あ
る
都
邑
と
謂
へ
ば
'
只
今
の
.場
合
に
て
は
沙

州
々

城
か
徽
燥
願
々

城
か
幕
昌
腰
々

城
か
の
三
者
し
か
無
く
'
し
か
も
事
膏
上
沙
州
々
城
と
徴
煙
願
々
城
と
は

l
致
し
屠
る
の
み
な

ら
ず
'
此
の
文
書
に
規
は
る
る
慈
意

･
茎
最
の
二
郷
名
は
敬
燥
僻
管
下
十
二
面

の
中
の
二
郷
名
で
あ
る
か
ら
､
抄
州
管
下
の
徴
坦

･

幕
畠
の
痢
願
の
中
の
毒
昌
願
に
は
節~
係
の
難
5
も
の
と
葛
療
せ
ら
れ
､
結
局
此
の
基
閑
地
の
位
置
す
る
坊
は
抄
州
々

城
内
の
も
の
で

｣｣
′し
.･[
I/
ノ一
].｢1
(
.
コJ
J.-
｣∪巾
J
.･/
~~
､川.℃
7

′
..ddHl′ノJ
山
-ト｢｢日.イ
′U
Jノ1.~りノ
ノ
･ヰ⊥ノ
h･r
･･日日1
.⊥J
H｢=
′V
LJ｢
7
-月
)
1.dV
7
I(
(
,ノー

-至
奏
き
つ
･)
-
)
1',.
^
)

.1
､
､0
･丁
∃9
-
1,El
lこ
～
F,J
'ノ
ー

･
LbJ
-
〉
T-
.1
‥
-
∫

一｢-i.rl
/U
臣
サー
iJLt.7ハtyt｢リノ
/
十フ
■Li
一〃∨
士
一/｢
一′∵
rr1JdLlく
V
Jメて
き
E]
/
./く
'1
日
卜b空目
一〃
Y
~

一
..∠

1.
日
.Y
J人
tiJa
｢

共
の
瑠
由
は
隼
､
離
村
二
年
の
攻
宅
の
東
壁
の
城
令
に
於
け
る
私
の
と
等
し
い
｡
佃
は
腎
代
の
沙
州
k,･城
内
に
坊
制

の
布
か
れ
tS･}
わ

た
こ
と
を
詔
嬢
だ
つ
る
根
本
史
料
は
他
に
も
多
く
遺
存
し
て
居
る
が
'
先
づ
右
に
指
摘
し
た
る
三
貰
例
を
以
て
す
れ
ば
充
分
で
あ
ら

う
か
ら
'
敢
て
弦
に
毛
語
架
設
す
る
こ
と
を
致
さ
ぬ
｡
斯
-
て
t発
安
坊

･
臨
池
坊

･
某
坊
の
存
在
と
互
春
巻
稽
す
る
時
は
､
同
じ
く

倣
蛙
覆
見
文
書
に
し
て
'
し
か
も
其
の
内
容
が
沙
州
倣
焼
願
地
方
在
任
の
本
貫
入
の
生
酒
に
関
す
る
も
の
な
る
な
れ
ば
'
此
の
供
囲

常
春
五
六
五
鋸
の
氾
懐
通
の
借
絹
契
文
に
見
ゆ
る
昔
拳
は
'
沙
州
々

城
内
の
坊
巷
の
巷
な
り
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
す
'
そ
の
昔
然

の
結
果
と
し
て
､
此
の
氾
懐
通
兄
弟
は
沙
州
々

城
内
の
坊
巷
居
住
者
な
-
と
翫
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡

大

都
詮
比
の
契
文
の
内
容

は
､
氾
懐
通
兄
弟
の
豪
に
疋
南
が
快
少
し
た
か
ら
'
長
さ
三
丈
八
尺

･
幅
二
尺
五
寸
の
白
生
絹

1
疋
を
此

席
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
淵
定
尺
の
1
茸
例

第

三
番

二
四

三

第
二
筋

四
七

ナ

▲P

tB

,･↑
1
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唐代民間に於ける度器使用習慣の軍帽と布岳測定尺の一家例第三番二四四T第二新四八

の甲子の年の二■.月l日に倍･L.その年の秋の収穫期即ち家庭粍牌カの潤輝と薦りし時期にF尤づ節約の利息たる奔粟四石を貸主たる借の査某に納入し'笠乙丑の年二月末に及びて侍る所の1疋の本絹を返却すると謂ふ意にしてe要するに貸借期間は沸〓固年間'その利息は穿莱脚石である9而して常峠の抄州敬煤地方の辞癖的菅情より観て'此の本絹山妃は氾懐通札茄が衣服材料として借りたるものには非すして'生括上に必要なる財物t.即ち山種の億解としてウ盲借りあるものなるJJと甚だ明確CJあるo淡等兄弟は此の一献ひ胴たその滑堆蒐脚に腰じ.1,Jji止む赦断して骨髄の代-に伐相LV以てその生聴粁特車の不足轡だ補払たるものである｡借の字が借の潜と通やることは前に詮-朗､更に警官するを要せぬ｡而して此の契文の制作時代は革に甲子年とのみあ-て明かでないが'他の同額文革との此撃紙背に見える雫四快の三大文字の筆致などより竪定して'如何に時代を過しとしても晩唐時代を降らざるものと考察せらるるを以て'少-とも中晩唐時代]般民間に於ける布QE測定の慶尺の研究の参政史料と為し得ると信ずる｡但し此の繁文のみにては前に鵡ぐる所の数笛の『借絹契文』と等し-布烏測定の定尺の研
究に貴重なる考接を塊供し碍ぬが'此の悌国籍参五六五焼文書はその紙背に賓に重要なる史料があるのである｡

前述の適り経巻の紙快を利用した文書と見えて､紙背の左端に寄四峡の三字の大昔せるを見るが'その中央部

に科に1直線上にHの如き記既後記を附せる充の記載があるO

†尺在文書見止

此の南端の記涜棲記が慶尺器を最いてその爾端の志-る朗を梗示したるものなるは堅1日を要せすして明確であち.矧んヤ一直線上に位置する術記競棟記の中間に尺在二丈署l兄の五芋を大昔しありて'契文に謂ふ朗の自生絹の1疋の幅や長さを不す丈尺の敏の準堰が此の度月を標準とせるものなることを特筆詮明せるをやである｡即ち
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此
の
柄
記
耽
療
記
の
挟
む

7
直
娘
の
距
離
は
'
此
の
際
の
自
生
絹
を
計
測
し
た
る
度
器

1
尺
の
長
さ
な
の
で
あ
る
.
此
の
度
幕

一
尺

の
長
さ
の
囲
葺
の
あ
る
こ
と
が
此
の
倣
煙
文
書
の
龍
晴
に
し
て
､
寓
金
の
史
的
僧
侶
を
具
へ
て
ゐ
る
所
以
な
の
で
あ
.る
O

此
の
桐
端
の
記
競
標
記
は
相
常
に
肥
童
に
毛
筆
を
以
て
喜
し
て
あ
り
'
其
の
外
連
よ
り
外
漫
筆
で
を
紙
幅
の
雄
を
考
慮
し
て
精
解

に
測
る
と
'
我
が
曲
尺
の
萱
尺
四
分
の
長
さ
あ
-
､
其
の
内
達
よ
り
内
達
ま
で
は
曲
尺
萱
尺
式
分
の
長
さ
あ
-
'
記
競
標
記
の
墨
線

の
脂
が
各
y
l
分
宛
あ
る
詩
で
あ
る

o

尺
度
券
を
紙
上
に
安
置
し
て
其
の
長
さ
の
両
端
を
毛
筆
を
以
て
記
す
る
場
合
'
毛
筆
の
筆
書

の
帽
だ
け
度
器
の
裾
端
外
連
に
長
Y()訂
襟
加
す
る
こ
と
と
な
る
は
毛
語
架
設
す
る
迄
も
な
い
と
と
で
あ
る
か
ら
･
此
の
固
葺
に
放
け

･

る
尺
度

一
尺
の
茸
長
は
賓
に
柄
記
競
療
記
の
筆
書
の
内
通
よ
-
内
達
ま
で
の
長
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
6
;

そ
れ
が
曲
尺
を
以
て
萱
尺

二
分
な
の
で
あ
る
か
ら
.
此
の
白
生
絹
賢
苫
忙
際
し
て
使
周
し
た
る
腫
尺

S
尺
は
輩
に
我
が
曲
尺
の
普
n<
二
男
に
相
葛
す
る
も
の
な

り
し
こ
と
故
的
確
に
知
り
得
る
の
で
あ
る
8
し
か
も
此
の
度
尺
が
中
晩
唐
瞭
代
の
民
間
に
て

一
般
的
に
布
烏
を
測
る
忙
慣
用
す
る
も

I/･
=-.･-

.
p･

此
の
度
尺
jkI以
て
契
文
に
見
ゆ
る
自
生
絹

一
疋
の
長
さ
三
交
八
尺

･
幅
二
尺
五
寸
を
曲
尺
に
換
算
す
れ
ば
､
そ
れ
-ド
1
三
丈
八
尺

七
寸
六
分

二

万

五
寸
五
分
と
な
る
.
氾
懐
通
の
借
り
た
る
白
生
絹

一
疋
の
賀
長

･
賛
幅
は
こ
れ
だ
け
の
も
の
な
-
し

こ
j
]料
率
的

に
正
確
な
の
で
あ
る
.
此
の
唐
代
に
於
け
る
布
Q
E測
定
民
間
慣
相
尺
の

l
尺
が
我
が
現
行
の
曲
尺
愛
尺
二
分
に
相
首
す
る
こ
と
よ
り

両
端
の
幾
多
d

『
借
絹
奥
文
』
に
見
え
る
幅
萱
尺
八
寸

･
費
尺
九
寸
は
そ
れ
ム
ー

我
が
硯
行
の
曲
尺
の
聾
尺
八
寸
三
分
六
度

･
萱
尺

九
寸
二
奏

の
章
長
あ
り
'
絹

1
疋
の
長
さ
三
丈
六
尺

二
二
丈
七
尺
二
寸

二
二
丈
八尺
五
寸

二
二
丈
九
尺

･
四
史
は
そ
れ
そ

･曲
尺
の

三
重

ハ
八
七
寸
二
分

二
二
､丈
七
八
九
寸
四
分
四
度

二
二
丈
九
尺
二
寸
七
分

･
三
女
九
尺
六
寸
八
分

･
四
丈
八
寸
の
資
長
あ
-
L
と
と

を
的
確
に
知
り
得
る
韓
で
あ
る
｡
唐
政
府
の
律
令
の
明
文
上
に
法
定
せ
る
病
練
絹
絶

1I
疋
の
長
さ
四
文
'
布

1
端
の
長
さ
五
丈
は
法

貯
代
民
間
に
於
け
る
席
器
傭
用
習
慣
の
賛
情
と
布
島
測
定
尺
の
J
茸
例

第

三
番

二
四
五

第

二
既

四

九



唐
代
民
間
に
於
け
る
鷹
番
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
烏
測
定
尺
の
7
賢
例

第
三
啓

二
聖

ハ

夢
二
披

五

O

定
で
あ
る
か
ら
､
昔
然
法
定
棟
準
慶
月
を
以
て
請

へ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
'
而
し
て
開
元
通
賛
鏡
の
笹
八
分
に
措
-
て
考
究
せ
る
結

カえ井
シ

果
並
に
精
銅
敬
所
が

『
護
煙
塵
考
』
巻
下
に
放
て
論
定
せ
る
結
果
に
徴
許
し
'
何
れ
も
暦
の
淡
定
標
準
度
月
は
重
囲
現
行
の

曲

尺

と

重
く
同

i
制
な
る
を
知
り
得
れ
ば
'
唐
命
に
規
(止
せ
る
布
病
の
幅
潤
尺
八
寸
は
我
が
曲
尺
の
萱
尺
八
寸
.
麻
液
滴
純

一
妃
の
長
さ
四

丈
は
牧
が
曲
尺
の
四
文
'
布

山
端
の
長
]1J
五
丈
は
我
が
曲
尺

の
五
丈
で
あ
る
.
戯
か
ら
ば
同
じ
/
＼絹

山
荘
四
丈
と
謂
仏
で
も
.
申
命

布
島
測
定
尺
の

1
尺
は
､
政
府
渡
定
尺
の

1.
尺
に
比
較
し
LrJ我
が
曲
尺
の
二
分
だ
け
長
い
の
で
あ
る
O
そ
れ
故
に
甲
人
が
ヱ
人
に
端

点
を
貸
す
場
合
､法
定
尺
を
以
て
貸
し
附
け
､返
併
収
約
の
場
合
比
の
民
間
慣
用
の
布
烏
測
定
尺
を
以
て
収
納
す
れ
ば
~

一
疋
に
つ
き

て
八
寸
宛
の
利
潤

･
不
正
利
得
を
濁
す
こ
と
と
な
-
.
接
百
疋

･
幾
百
端
の
買
受
取
引
を
残
す
場
合
に
は
莫
大
た
る
利
得
を
博
す
る

こ
と
と
な
る
｡
ま
た
善
良
な
る
甲
人
が
乙
人
よ
ゎ
布
南
を
購
入
す
る
場
合
'
法
定
慶
尺
を
以
て
之
を
贋
,<
し
､
之
を
老
狩
な
る
門
人

が
更
に
甲
人
よ
-
韓
責
し
て
貰
ふ
場
合

l
般
民
間
慣
行
の
布
烏
測
定
尺
を
以
て
契
約
を
賃
さ
ば
'
善
良
な
る
甲
人
は

1
疋
忙
つ
き
て

八
寸
宛
の
損
失
を
震
す
こ
と
と
な
り
'
幾
首
疋
'
幾
盲
端
の
塁
貿
取
引
を
零
す
場
合
に
は
莫
大
な
る
損
失
を
招
-
.
此
の
董
あ
る
に

著
目
し
て
善
良
な
る
人
を
欺
騒
L
t
不
許
行
為

･
不
正
営
利
を
企
て
分
鉄
の
利
を
貴
･e
tた
る
老
狩
の
両
賞
も
昔
時
甚
だ
多
か
り
し
な

ハチ
マス

る
べ
-
'
そ
の
不
正
索
利
の
心
境
は
猶
は
皇
歯
に
於
て
往
々
村
野
の
姦
完
な
る
小
南
貢

･
行
商
人
な
ど
が

八

桝

と

稀
し
て
法
定
量
芹

.Q
八
合
か
九
合
の
容
量
し
か
盛
-
得
ざ
る
不
i
Eな
る
非
ム
晶

畳
券
を
私
か
に
用
払
'
以
て
1
升
と
科
し
て
善
良
な
る
婦
女
子
の
顧
客

を
欺
-
着
あ
る
と

一
般
で
あ
る
｡

然
か
ら
ば
唐
政
府
の
布
烏
測
定
法
定
尺
の

1
尺
が
何
故
に
民
間
慣
桶
の
布
南
側
定
尺
の
1
尺
よ
り
我
が
曲
尺
の
二
分
だ
け
短
i
の

で
あ
る
激
.
換
言
す
れ
ば
民
間
慣
用
の
布
伯
測
定
nILf
の
7
尺
が
何
故
に
政
荷
の
布
向
測
定
法
定
尺
の

一
p
､
よ
り
我
が
曲
尺
の
二
(p
だ



け
長
い
の
で
あ
る
歎
｡
想
ふ
に
こ
れ
は
攻
の
如
き
匿
史
的
事
情
に
繰
由
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
興
｡
尺
度
は
時
代
の
降
る
に
随
払
て

漸
次
伸
び
て
禾
る
と
い
ふ
の
が
畢
鼎
の
通
説
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
は
前
代
の

一
尺
と
後
代
の
l
尺
と
､
同
じ
-

一
尺
な
が
ら
前
代
の

1
尺
を
以
て
後
代
の

1
尺
を
測
る
と

一
尺
三
寸
も
あ
る
と
謂
ふ
意
で
あ
る
｡
即
ち
同
じ

1
尺
な
が
ら
授
代
の
も
の
の
資
長
が
長
い
の

で
あ
る
｡
『
障
害
』
巻
十
六
'
律
直
吉
上
'
律
直
日
の
春
慶
の
項
に
接
る
と
-
晋
前
尺
の
l
尺
を
基
準
と
し
て
見
る
時
'
後
魂
前
尺
の

1
nZ
は
晋
前
尺
を
以
て
す
れ
ば

一
尺
二
寸
零
分
七
葦
'
隔
開
皇
官
尺
の
1
尺
は

完

喜

八
空

遵
あ
る
と
あ
る
が
滋
嘉

す
る
｡

暦
は

『
障
害
』
律
厚
志
に
所
謂
間
尺
を
復
原
し
て
小
尺
の
梗
準
を
定
め
た
が
､

一
般
民
衆
間
に
託
に
慣
周
さ
れ
て
習
俗
と
駕
れ
る
室

長
の
延
び
た
産
尺
を
無
税
す
る
こ
と
が
出
来
ず
t
JJ
れ
を
法
制
上
に
認
め
て
小
尺
の
一
尺
二
寸
の
曹
長
あ
る

11
尺
､
即
ち
大
尺
を
も

L
]勺
LJ
〃,1人ノ
一｣
)
I.,.
)
-
〇
一T

l
｢
}
.

ま
自
L
",..仲
.6
7
♂
T､Tα
き

劫
ル-
議
月
は
隅
-LT
tjt関
る
ま
1
に
そ
の
零

u-fi
の
伸
び
る
傾
向
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
り
南
北
朝
か
ら

甥

へ
ち
か
1
9
;
山
の
珊
随
解
萌
空

ハ
茄
靴
の

『
甲
子
空

万

一
EE
氾
懐
曲
等
風
前
四
<
侍

純契
蓋

の
紙
背
に
登
載
梗
記
せ
ら
れ
た

る
民
間
債
用
布
桶
測
定
尺
は
'
此
の
比
較
的
資
長
の
伸
び
た
る
慶
尺
で
あ
る
と
想
は
れ
る
｡
然
る
に
唐
政
府
の
港
定
療
準
尺
は
階
や

南
北
朝
時
代
よ
り
も
遠
に
古
代
な
る
間
代
に
於
け
る
古
制
の
間
尺
の
復
原
で
あ
る
か
ら
.
暦
政
府
の
法
定
尺
を
以
て
唐
時
代
民
間
慣

用
の
慶
尺
を
測
れ
ば
'
そ
の
何
れ
も
必
ず
や
法
定
尺
の

1
尺
よ
り
,?
若
干
長
い

7
尺
に
し
て
'
法
定
尺
の

1
尺
を
超
過
せ
る
賀
長
を

有
し
た
る
に
相
違
な
-
'
そ
の
或
る
も
の

は
法
定
尺
の

一
尺
二
寸
の
長
さ
を
以
て

1
尺
と
し
て
慣
行
せ
ら
る
る
も
の
さ
へ
あ
り
'
唐

政
府
が
之
を
法
的
に
公
記
し
て
大
尺
と
し
た
る
こ
と
前
述
す
る
通
で
あ
る
.
然
か
れ
ば
此
の
契
文
に
見
ゆ
る
所
の
民
間
慣
用
布
南
側

力禾ヰ
ン

定
尺
の

1
尺
の
資
長
が
'
唐
政
府
の
法
定
標
準
尺
の

1
尺
の
そ
れ
に
比
較
し
て
我
が

曲

尺

の

二
分
だ
け
長
い
こ
JL
は
､
こ
れ
が
唐
政

府
の
法
定
模
準
尺
の
掘
る
所
の
変
尺
よ
り
も
ー
そ
の
語
生
慣
行
の
歴
史
的
緑
由
に
於
て
比
較
的
後
代
に
嵐
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
示

解
代
居
間
に
於
け
る
原
罪
使
用
習
慣
の
茸
情
と
布
烏
測
定
尺
の
L
l
賓
例

第

三
番

二
四
七

弟

二
航

五

7

■■



唐
代
虎
間
に
於
け
る
度
誰
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
測
定
尺
の
一
軍
例

第
三
番

二
四
八

第

t
衰

空

1

し
て
居
る
も
の
と
息
は
れ
る
0
而
し
て
唐
政
府
の
法
定
梗
準
尺
匿
の
擦
る
所
は
甚
だ
古
い
間
尺
で
あ
る
が
'

此
の
民
間
慣
用
布
畠
測

定
尺
が
何
代
頃
に
韓
律
慣
行
し
初
め
し
か
は
遺
憾
な
が
ら
嘘
に
知
る
こ
と
が
出
奔
ぬ
O
烈
か
れ
ど
も
そ
の
少
-
と
も
南
北
朝
時
代
以

後
に
在
ら
む
こ
と
は
略
ぼ
推
想
し
待
ら
る
る
こ
と
に
し
て
p
斯
-
し
て
唐
代
に
は
布
南
の
測
定
に
政
府
の
法
定
尺
の
存
す
る
に
拘
ら

ず
'

1,
燈
民
間
に
於
て
は
南
北
朝
山
姥
の
民
間
慣
朋
尺
を
使
用
し
'
そ
の
7,
尺
が
蛇
が
油
尺
の
Tr
尺
二
分
の
夜
長
あ
る
慣
尉
庶
韓
を

以

て
専
ら

和
釦
の
測
,SL,Jに
憤
榊
し
て
ね
た
･J
-U.年
末Ⅰ
=
心神
為
の
.･で
あ
る
n
鮒

f

r.厨
代
抄
･J
･J
も
中
庸
収
唐
時
代
の
粍
問
に
於
け
る
和

尚
測
定
は
此

の
度

八

を
以
て
す
る
の
が

一
般
的
習
慣
か
.11
し
評
で

あ
る
C

既
に
唐
政
府
の
鎮
定
の
定
尺
が
あ
る
に
拘
ら
ず
'
民
間
に
G
rて
布
島
の
測
定
に
嘗
り
斯
-
の
如
き
非
法
定
ま
尺
を
慣
桶
せ
る
現
象

は
.
現
今
の
我
歯
人
よ
り
観
れ
ば
奇
怪
に
も
見
え
る
が
'
度
量
衡
に
於
け
る
此
の
種
の
現
象
は
支
部
に
於
て
は
古
今
を
通
じ
て
の
普

通
の
と
と
に
し
て
'
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
.
清
の
顧
炎
武
の

『
｡
加
療
』
巷
十
t
T
射
安
八
の
候
に
嫉
む
と

有
r
以
=七
百
二
十
歩
一冬
/
畝
者
B
有

以
二
三
百
六
十
歩
一席
/
畝
者
｡[
其
歩
弓
｡
有
下
以
一五

八
一軍

i
歩
o
有
r-以
一兵

尺
七
八
八
人
.翠
.レ
歩
O

と
あ
り
'
同
じ

1
T

二

斜

二

丈

二

尺
と
謂
ひ
て
も
､

地
方
習
慣
に
掠
り
て
其
の
葦
量

･
賀
長
に
差
異
の
あ
る
も
の
が
民
間
に

て
平
然
と
し
て
慣
用
せ
ら
れ
る
の
が
支
部
古
今
の
琶
情
で
あ
る
か
ら
'
政
府
の
洪
定
尺
が
蕨
と
し
て
存
す
る
唐
代
に
於
て
'
布
q
E測

定
に
政
府
法
定
尺
よ
-
も

T
尺
の
賀
長
の
我
が
曲
八
の
二
分
だ
け
長
い
民
間
の
習
慣
度
尺
が
普
-
民
間
に
凍
て
慣
行
せ
ら
れ
て
ゐ
て

も
何
等
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
.

銘
上
玲
す

る
朋
甚
だ
簡
単
で
あ
る
が
'
貴
葺
に
し
て
稀
雛
な
る
唐
代
民
間
の
境
木
史
料
の
紹
介
に
併
せ
て
'
卿
か
昔
時
に
於
け
る

度
器
使
用
習
慣
の

1
撃

好
適
べ
た
の
で
あ
る
｡
(
克
〕

-

昭
和
十
八
年
二
月
二
十
r(
日
華
1

1


